
 

   条例案に対する意見について 

 

  平成29年2月22日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

１ 趣旨 

  平成29年２月岩手県議会定例会に提出された次に掲げる条例案について、岩

手県議会から地方公務員法第５条第２項の規定に基づき意見を求められたの

で、別紙のとおり回答しようとするものである。  

 

２ 意見を求められた条例案 

(1) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（議案第 25 号） 

(2) 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（議案第 35

号） 
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人 委 職 第  号  

平成29年２月 日  

 

 岩手県議会議長 田村 誠 様 

 

岩手県人事委員会          

委員長 熊谷 隆司       

 

 

   条例案に対する意見について（回答） 

 平成29年２月15日付け議第256号により意見を求められた下記条例案による給料の

特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措置については、本県の諸般の情勢に鑑

み行う特例的な措置であり、やむを得ないと考えます。 

しかしながら、特例的な減額措置は平成17年度から長期にわたって実施されており、

本委員会としては、職員の士気等に及ぼす影響を考慮し、早期に勧告に基づく給与水

準が確保されるよう望むものであります。 

記 

議案第25号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第35号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 
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条例案に対する意見について 

 

１ 検討の趣旨                                    

   平成29年２月県議会に提案された条例案について、県議会から地方公務員法第５条第２項に基づき意見を求

められたことから、検討を行うものであること。 

 

  〔議会日程〕 

   ・２月15日 意見照会（２月28日 回答期限） 

   ・２月16日 本会議（招集日・議案提案） 

   ・３月１日 本会議（質疑・委員会付託） 

   ・３月17日 常任委員会（総務委員会） 

   ・３月22日 本会議（最終日・採決） 

 

２ 意見を要する条例案                                

３ 条例案の検証結果                                 

№ 条例名 改正内容 検証結果 検討資料 

１ 

一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改

正する条例 

勧告に基づかない任命権者の独自措置  

給料の特別調整額の減額 

（平成29年４月～平成30年３月） 

意見有 別紙１ 

２ 

市町村立学校職員の給

与等に関する条例の一

部を改正する条例 

勧告に基づかない任命権者の独自措置  

管理職手当の減額 

（平成29年４月～平成30年３月） 

意見有 別紙２ 

 

４ 条例案意見（事務局案）                               

給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措置については、本県の諸般の情勢に鑑み行う特例的 

な措置であり、やむを得ないと考えます。 

しかしながら、特例的な減額措置は平成17年度から長期にわたって実施されており、本委員会としては、

職員の士気等に及ぼす影響を考慮し、早期に勧告に基づく給与水準が確保されるよう望むものであります。 

※ 下線部は、昨年度からの追加部分 

 

【参考】 

 

○地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号） 

（人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定）  

第五条 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例

で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について

必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。  

２ 第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定

し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなけれ

ばならない。 

№ 議案番号 条 例 名 

１ 第 25号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

２ 第 35号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例  
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別紙１ 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 条例案の内容                                    

 ⑴  趣旨 

 諸般の情勢に鑑みた特別調整額の減額 

 ⑵ 改正内容 

   特別調整額の減額 勧告に基づかない任命権者の独自措置 

  平成 29年４月から平成 30年３月までの間に支給されるべき給料の特別調整額の月額について、 

副部長級以上の職にある職員にあっては 100分の５、総括課長級の職にある職員にあっては 100分 

の３を減じた額とすること。（附則第 37項関係） 

 行政職８級相当以上 行政職６・７級相当 

１種 ２種 ３種 ４種 ５種 

減額割合 △５/100（現行 △10/100） △３/100（現行 △５/100） 

特別調整額の例 
128,900 94,300 84,900 71,200 50,500 

（９級） （８級） （８級） （７級） （６級） 

代表的な職 部長 副部長、室長 参事 総括課長 課長 

減額措置影響額 △6千円程度 △5千円程度 △4千円程度 △2千円程度 △2千円程度 

 ⑶ 施行日等（附則関係） 

   平成29年４月１日から施行する。 

 

２ 条例案意見（事務局案）                                      

 ⑴ 意見案  

 方向性 理由 条 例 案 意 見 

Ａ 

案 
意見なし 

諸般の情勢に鑑み、毎年度

実施されており、やむを得な

いものと考えられること。 

－ 

Ｂ 

案 

やむを得ない

が、長期継続

であり、早期

解消を望む 

・人事委員会として勧告を行

っていない措置であることか

ら、これまでも意見を付して

いること。 

・繰り返し意見を付している

にも関わらず、期間を区切っ

た臨時・時限的措置が、平成

17年 4月以降長期にわたって

いること。 

・ただし、減額率は平成 28年

度より緩和され、一定の改善

が見られることを考慮し、昨

年度と同趣旨の意見に留める

こと。 

給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額

する措置については、本県の諸般の情勢に鑑み行う

特例的な措置であり、やむを得ないと考えます。 

 

しかしながら、この減額措置は平成 17 年度から

長期にわたって実施されているものであり、本委員

会としては、早期に勧告に基づく給与水準が確保さ

れるよう望むものであります。 
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Ｃ 

案 

やむを得ない

が、長期継続

による影響等

を考慮し、早

期解消を望む 

 

措置案 

・人事委員会として勧告を行

っていない措置であり、これ

までも意見を付しているこ

と。 

・平成 28 年度より減額率は緩

和されたが、繰り返し意見を

付しているにもかかわらず、

平成 17 年 4 月以降、特別調整

額の減額措置等が長期にわた

っている実態を重く受けと

め、昨年度の意見に加え、職

員の士気等に及ぼす影響につ

いても言及すること。 

 

給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額

する措置については、本県の諸般の情勢に鑑み行う

特例的な措置であり、やむを得ないと考えます。 

 

しかしながら、特例的な減額措置は平成 17 年度

から長期にわたって実施されており、本委員会とし

ては、職員の士気等に及ぼす影響を考慮し、早期に

勧告に基づく給与水準が確保されるよう望むもの

であります。 

 

前回協議時の措置案 

しかしながら、特例的な減額措置は平成 17 

 年度から長期にわたって実施されており、職員 

 の士気等に影響を及ぼすことが懸念されること 

から、早期に勧告に基づく給与水準が確保され 

るよう望むものであります。 

 

※ 特別調整額の減額率の緩和については、減額率の大小にかかわらず、特例的な減額措置の早期解消を 

望むという従来の立場を踏まえ、特段言及しないこととする。（昨年と同様） 

 

⑵ 措置案 

Ｃ案とする。 

【理由】 

・ 本県の財政状況のほか、国や、他の都道府県における一般職の給与減額の動向など諸般の情勢を勘案し

て、１年間の期間を区切った特例的な措置として実施されるものであること。 

・ また、今年度は勧告どおりに給与水準の引上げが実施されており、今般の管理職のみに対する限定的な

減額措置において生ずる官民較差は僅少であり、やむを得ないものと考えられること。 

・ しかしながら、これまで委員会から繰り返し勧告に基づく給与水準の確保について意見を付しているに

もかかわらず、減額措置が12年の長期にわたって実施されていることは、現在、東日本大震災津波からの

本格復興や台風第10号災害からの復旧・復興等の職務に全力を挙げて精励している職員の士気等へ影響が

及ぶことも危惧されることから、勧告に基づかない減額措置について早期に解消するよう望むことが適当

と考えられること。 

 

【参考１】中期財政見通し（別紙） 

 

【参考２】他県の減額措置状況 

本県を含む８団体（17％）が実施 

減額率（現行） 部長級 副部長級 総括課長級 

20％ １ 兵庫県 １ 兵庫県 １ 兵庫県 

15％超 20％未満 １ 山形県 １ 山形県 １ 山形県 

15％ －  －  －  

10％超 15％未満 １ 島根県 １ 島根県 －  

10％ ２ 岩手県、北海道 ２ 岩手県、北海道 ２ 島根県、北海道 

５％ ２ 愛知県、大阪府 ２ 愛知県、大阪府 ３ 岩手県、愛知県、大阪府 

５％未満 １ 奈良県 １ 奈良県 １ 奈良県 

計 ８ （昨年比△３） ８ （昨年比△３） ８ （昨年比△３） 

 

【参考３】減額措置に対する本委員会の条例案意見（別紙） 
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別紙２ 

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 条例案の内容                                   

 ⑴ 趣旨 

諸般の情勢に鑑みた管理職手当の減額 

 

 ⑵ 改正内容 

管理職手当の減額 勧告に基づかない任命権者の独自措置 

   平成29年４月から平成30年３月までの間に支給されるべき教育職給料表４級の適用を受ける校長の管理職

手当の月額について、職責に応じ100分の５又は100分の３を減じた額とすること。（附則第39項関係） 

 

減額割合 対象職員 備 考 

△５/100 

（現行 △10/100） 

期末手当・勤勉手当に係る職務加算割合に

ついて 20％加算の適用を受ける職員 

 

※ 職務加算割合 20％ 

行政職給料表８級（副部長級相当） 

以上の職と同様 

地域の中心校のうち、より校長の職務

が特に困難であると認められる学校で

人事委員会の承認を得て定める校長 

 

○ 小学校 14校 

  盛岡市立仁王小学校 等 

 

○ 中学校９校 

  盛岡市立上田中学校 等 

△３/100 

（現行 △５/100） 
上記以外の校長の職 

 

 

 ⑶ 施行日等（附則関係） 

   平成29年４月１日から施行する。 

 

２ 条例案意見（事務局案）                                      

管理職手当の減額 

⑴ 検討 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における検討と同じ。 

⑵ 措置案 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における措置案と同じ。 

RS13110180
タイプライターテキスト
1-6



RS13110180
タイプライターテキスト
1-7



【参考３】減額措置に対する本委員会の条例案意見 

 

実施時期 
減額措置の内容等 

本委員会の意見 
減額内容 対象職員 

H14.4～15.3 

〔１年間〕 

給料の特

別調整額 
全職員 △10％ 

「…臨時、特例的な措置と思料され、諸般の事情にかんが

み、やむを得ないものと考えます。」 

H16.1～17.3 

〔１年３か月〕 
給料月額 

部次長級 △5.8％ 
「…誠に残念でありますが、財政状況等諸般の事情に鑑み

行う臨時的な措置であり、やむを得ないと考えます。」 
課長級 △3.8％ 

その他の職員 △1.8％ 

H17.4～18.3 

〔１年間〕 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△25％ 

「…給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措

置については、条例に基づき人事委員会規則で定める額を

減額して支給しようとするものでありますが、これは、本

県の財政事情等諸般の情勢に鑑み行う時限的な措置であり

ますので、やむを得ないものと考えます。」 
総括課長級 △15％ 

H18.4～19.3 

〔１年間〕 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△25％ 「…給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措

置につきましては、本県の財政事情等諸般の情勢に鑑み行

う時限的な措置でありますので、やむを得ないものと考え

ます。」 総括課長級 △15％ 

H19.4～20.3 

〔１年間〕 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△25％ 「…給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措

置につきましては、本県の財政事情等諸般の情勢に鑑み行

う時限的な措置でありますので、やむを得ないものと考え

ます。」 総括課長級 △15％ 

H20.4～23.3 

〔３年間〕 

給料月額 

部長級 

副部長級 
△６％ 

「本委員会が行った勧告のうち、給料表以外の改定の実施

時期を平成 20年 4月とすることについては、人事委員会勧

告が職員に対する労働基本権制約の代償措置として行われ

るべきものであることに鑑み、さきの勧告の趣旨は実施時

期も含め最大限に尊重されるべきものと考えており、誠に

残念です。」 

「なお、財政状況等諸般の事情は理解しますが、給料月額

等を減額する措置が職員の士気等に及ぼす影響について十

分配慮されるとともに、今回の措置が早期に解消されるよ

う期待します。」 

総括課長級 △４％ 

その他職員 △２％ 

給料の特

別調整額 

部長級 △15％ 

副部長級 △10％ 

総括課長級 △５％ 

H23.4～24.3 

〔１年間〕 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△25％ 「…給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措

置につきましては、本県の財政事情等諸般の情勢に鑑み行

う特例的な措置であり、やむを得ないと考えますが、これ

までの措置に引き続き実施されるものであり、残念です。」 総括課長級 △15％ 

H24.4～25.3 

〔１年間〕 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△25％ 「…給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措

置につきましては、本県の財政事情等諸般の情勢に鑑み行

う特例的な措置であり、やむを得ないと考えますが、これ

までの措置に引き続き実施されるものであり、残念です。」 総括課長級 △15％ 
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実施時期 
減額措置の内容等 

本委員会の意見 
減額内容 対象職員 

H25.4～25.6 

〔３ヵ月〕 

 

※当初は１年間 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△25％ 

「…給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措

置については、本県の財政事情等諸般の情勢に鑑み行う特例

的な措置であり、やむを得ないと考えますが、本委員会とし

ては、早期に勧告に基づく給与水準が確保されるよう望むも

のであります。」 
総括課長級 △15％ 

H25.7～26.3 

〔９ヵ月〕 

給料月額 

総括課長級

以上 
△9.4％ 「…給料月額等を減額する措置につきましては、諸般の情勢

に鑑み、このような特例的な措置によらざるを得なかったも

のと考えます。 

しかしながら、本来、職員の給与は地方公務員法に定めら

れた給与決定の諸原則に基づいて決定されるべきものであ

り、地方交付税等を国の政策目的達成のための手段として用

いることは誠に遺憾であります。 

本委員会としては、職員の士気等に及ぼす影響を憂慮する

とともに、労働基本権制約の代償措置として行われる人事委

員会勧告制度の趣旨に反するものであることから、早期に適

正な運用がなされるよう望むものであります。 

主査級上 △7.4％ 

その他職員 △4.4％ 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△15％ 

総括課長級 △10％ 

H26.4～27.3 

〔１年間〕 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△25％ 

「…給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措

置については、本県の財政事情等諸般の情勢に鑑み行う特例

的な措置であり、やむを得ないと考えますが、本委員会とし

ては、早期に勧告に基づく給与水準が確保されるよう望むも

のであります。」 
総括課長級 △15％ 

H27.4～28.3 

〔１年間〕 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△15％ 

「…給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措

置については、本県の財政事情等諸般の情勢に鑑み行う特例

的な措置であり、やむを得ないと考えます。しかしながら、

特例的な減額措置は平成 17年度から毎年度実施され、その

期間は 10年の長きにわたっており、本委員会としては、早

期に勧告に基づく給与水準が確保されるよう望むものであ

ります。 

総括課長級 △10％ 

H28.4～29.3 

〔１年間〕 

給料の特

別調整額 

部長級 

副部長級 
△10％ 

「…給料の特別調整額及び管理職手当の一部を減額する措

置については、本県の諸般の情勢に鑑み行う特例的な措置で

あり、やむを得ないと考えます。しかしながら、特例的な減

額措置は平成 17年度から実施され、その期間は長期にわた

っており、本委員会としては、早期に勧告に基づく給与水準

が確保されるよう望むものであります。 
総括課長級 △５％ 
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